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　　　　社会福祉法第８３条は、都道府県の社会福祉協議会に「運営適正化委員会」を
置くものとしています。この運営適正化委員会は、都道府県の区域内において、
福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サ－ビスに関
する利用者からの苦情を適切に解決することを目的として都道府県社会福祉協議
会に設置される機関です。

　　　　そして人的には、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、
社会福祉、法律、又は、医療に関し学識経験を有する者で構成されるとされてい
ます。

　　　　従って、運営適正化委員会は、先ず施設とは独立な組織でなくてはならず、第
二に、人的には福祉そのものの学識経験を有する者のほか、福祉に係りの深い、
医療、法律という分野の専門家を当てることが要求されている点が特徴です。

　　　　具体的には、福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言、又は勧
告を行うことができるものとされています（同法第８４条）。

　　　　又、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときにはその相談
に応じ、申出人に適切な助言をし、当該苦情に関して調査をすることが規定され
ており（同法第８５条１項）、更に、福祉サービスを提供した者の同意を得てと
いう限界はありますが、苦情のあっせんを行うことができるものとされています
ので、これらの一連の手続きを利用することもできます。

　　　　ただ、これらの手続きについては実効性という点で疑問があり、権利擁護、権
利保障という観点からはこの制度に解消されない独自のものを考えるべきだとい
う指摘もあります。
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